
〒910-0056 福井市里別所新町505番地（株式会社法美社 内）

■実施主体：福井市
■運営主体：福井市シェアサイクル事業共同体

・株式会社日本海コンサルタント（運営統括）
・株式会社法美社（運営協力）
・株式会社ドコモ・バイクシェア（システム提供）

ふくチャリ事務局お申込・お問合わせ

［受付時間］ 
9：00～18：00080-8996-6996 ふくチャリ

https://fuku-chari.com

利用方法など
詳細はWebへ

円

8月～10月の3ヶ月間
「月額会員」でご利用いただいた方

月額基本料
  1,650円が

８
月
分
の

先着
50名様
限定

対 象 0
●令和５年８月～10月の期間で月額会員を途中解約された場合は、8月分の月額基本料を後日請求させていただきます。　●無料になる８月分の月額基本料は、ご加入い
ただいた日からの日割り計算した基本料金が無料となります。（例えば、8/10に加入いただいた場合は、8/10-8/31の22日間で日割り計算した料金が無料となります）　
●すでに月額会員に登録いただいている方も、8月～10月分を継続して月額会員に加入いただければ、8月分の月額基本料（1,650円/月）は無料となります。　●月額会員
にお申込みいただいた場合、仮にご利用が無かった場合でも月額基本料が発生しますので、ご了承ください。　●シェアサイクルは、限られた自転車を多くの利用者の
方々がシェアしてご利用いただくサービスです。一時的に、サイクルポートに自転車がなくなることもありますが、その際は、最寄りのサイクルポートまで移動してふく
チャリをご利用ください。

※月額基本料で30分以内利用は無料となりますが、30分を超える利用の場合、30分毎に110円（税込）の追加料金が発生します。

申 込 方 法

① アプリをスマホにインストールして会員登録
② 登録時のプラン設定で「月額利用プラン」を選択
③ 月額利用プランで利用開始

アプリをインストールされていない方

① アプリの「アカウント」を選択
② 「プランの確認・変更」で「月額利用プラン」を選択
③ 月額利用プランで利用開始

すでにアプリをインストールされている方

App Store Google Play

※タ
ダ

ご利用開始は
アプリから会員登録

今年3月からスタートした、電動アシスト自転車シェアリングサービス
「ふくチャリ」を更に多くの方々に体験いただくために

８月分の月額会員基本料を無料にするキャンペーンを実施します！

「ふくチャリ」月額基本料8月分無料！

最
大

電動アシス
トで

毎日ラクラク
移動


